
うきは市建設工事等入札参加資格事業所基準について 

（平成２２年９月１５日作成） 
（平成２４年５月３０日改正） 

 
１．資格業者の定義 

① 市内業者（次のアからウのいずれかに該当するもの） 

 ア 市内に本店（社）を設置している法人 

 イ うきは市の区域で創業した法人で、現在本店（社）は市外に移しているが、建設業法第

３条第１項に規定する営業所のうち、その他の営業所をうきは市内に設置している法人 

ただし、当該営業所がうきは市競争入札資格者名簿に平成２２年８月１日時点で登録

されており、かつ継続して登録されている法人に限る  

ウ 個人経営の市内の事業所にあっては、その経営を行う者がうきは市の住民基本台帳に記載

されていること 

 

② 準市内業者 

市内に支店（営業所）、事業所を設置している市内業者以外の法人又は個人で、事務所、

看板、電話、什器備品、法令に基づく技術者の配置など支店(営業所）としての機能を備え

ている業者 

 

③ 市外業者 

  ①、②以外の業者 

 

２．附則 

    改正後の基準は、平成２３年４月１日より適用する。 

  附則 

    改正後の基準は、平成２４年７月９日より適用する。 


